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(54)【発明の名称】 内視鏡用処置具および内視鏡用処置具製造方法

(57)【要約】
【課題】  支軸に回動可能に係合する先端作動部材を駆
動する内視鏡用処置具および前記内視鏡用処置具の製造
方法において、処置具の操作に不具合がなく、また作業
が安全であり、さらにコストが低く、部材の破損のおそ
れのない内視鏡用処置具および前記内視鏡用処置具の製
造方法を提供するものである。
【解決手段】  前記支軸の脱落を防止する固定手段とし
て、支軸を一電極とするアーク溶接を用いることによ
り、上記課題を解決した。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  太径部と細径部とを有する支軸と、
前記太径部に係合する第１の係合孔と、前記細径部に係
合する第２の係合孔とが穿孔されたスリ割リ部を有す
る、先端作動部支持部材と、
前記スリ割リ部に挟持されて摺動可能に装着され、前記
支軸に回動可能に係合する第３の係合孔を有する第１の
作動部材と、前記支軸に回動可能に係合する第４の係合
孔を有する第２の作動部材と、
を有する内視鏡用処置具であって、
前記第２の係合孔と前記細径部とがアーク溶接されてい
ることを特徴とする内視鏡用処置具。
【請求項２】  前記第１の係合孔と、前記太径部とがア
ーク溶接されていることを特徴とする、請求項１に記載
の内視鏡用処置具。
【請求項３】  円柱形状の支軸と、
前記支軸に係合する第１の係合孔と第２の係合孔とが穿
孔されたスリ割リ部を有する、先端作動部支持部材と、
前記スリ割リ部に挟持されて摺動可能に装着され、前記
支軸に回動可能に係合する第３の係合孔を有する第１の
作動部材と、前記支軸に回動可能に係合する第４の係合
孔を有する第２の作動部材と、
を有する内視鏡用処置具であって、
前記第１の係合孔と前記支軸、および前記第２の係合孔
と前記支軸とがアーク溶接されていることを特徴とする
内視鏡用処置具。
【請求項４】  太径部と細径部とを有する支軸と、
前記太径部に回動可能に係合する第１の係合孔を有する
第１の作動部材と、
前記細径部に係合する第２の係合孔を有し、前記第１の
作動部材に密着して摺動可能な第２の作動部材と、
を有する内視鏡用処置具であって、
前記第２の係合孔と前記細径部とがアーク溶接されてい
ることを特徴とする内視鏡用処置具。
【請求項５】  太径部と細径部とを有する支軸と、
前記細径部に係合する第１の係合孔を有する第１の作動
部材と、
前記太径部に回動可能に係合する第２の係合孔を有する
第２の作動部材と、
前記支軸に回動可能に係合する第３の係合孔を有し、さ
らに前記第１の作動部材と前記第２の作動部材とに密着
して摺動可能に挟持される第３の作動部材と、
を有する内視鏡用処置具であって、
前記第１の係合孔と前記細径部とがアーク溶接されてい
ることを特徴とする内視鏡用処置具。
【請求項６】  太径部と細径部とを有する支軸と、
前記太径部に係合する第１の係合孔と、前記細径部に係
合する第２の係合孔とが穿孔されたスリ割リ部を有す
る、先端作動部支持部材と、
前記スリ割リ部に挟持されて摺動可能に装着され、前記*
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*支軸に回動可能に係合する第３の係合孔を有する第１の
作動部材と、前記支軸に回動可能に係合する第４の係合
孔を有する第２の作動部材と、
を有する内視鏡用処置具を製造する内視鏡用処置具製造
方法であって、
前記第２の係合孔と前記細径部とをアーク溶接すること
を特徴とする内視鏡用処置具製造方法。
【請求項７】  前記第１の係合孔と、前記太径部とをア
ーク溶接することを特徴とする、請求項６に記載の内視
鏡用処置具製造方法。
【請求項８】  円柱形状の支軸と、
前記支軸に係合する第１の係合孔と第２の係合孔とが穿
孔されたスリ割リ部を有する、先端作動部支持部材と、
前記スリ割リ部に挟持されて摺動可能に装着され、前記
支軸に回動可能に係合する第３の係合孔を有する第１の
作動部材と、前記支軸に回動可能に係合する第４の係合
孔を有する第２の作動部材と、
を有する内視鏡用処置具を製造する内視鏡用処置具製造
方法であって、
前記第１の係合孔と前記支軸、および前記第２の係合孔
と前記支軸とをアーク溶接することを特徴とする内視鏡
用処置具製造方法。
【請求項９】  太径部と細径部とを有する支軸と、
前記太径部に回動可能に係合する第１の係合孔を有する
第１の作動部材と、
前記細径部に係合する第２の係合孔を有し、前記第１の
作動部材に密着して摺動可能な第２の作動部材と、
を有する内視鏡用処置具を製造する内視鏡用処置具製造
方法であって、
前記第２の係合孔と前記細径部とをアーク溶接すること
を特徴とする内視鏡用処置具。
【請求項１０】  太径部と細径部とを有する支軸と、
前記細径部に回動可能に係合する第１の係合孔を有する
第１の作動部材と、
前記太径部に係合する第２の係合孔を有する第２の作動
部材と、
前記支軸に回動可能に係合する第３の係合孔を有し、さ
らに前記第１の作動部材と前記第２の作動部材とに密着
して摺動可能に挟持される第３の作動部材と、
を有する内視鏡用処置具を製造する内視鏡用処置具製造
方法であって、
前記第１の係合孔と前記細径部とがアーク溶接すること
を特徴とする内視鏡用処置具製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は支軸に回動可能に係
合する先端作動部材を駆動する内視鏡用処置具および前
記内視鏡用処置具の製造方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】内視鏡用処置具の多くは、前記処置具の
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3
先端に配置された、所定の軸線に対して回動可能な先端
作動部材を、手元側から操作して動作させるようになっ
ている。例えば、内視鏡用生検鉗子においては、先端作
動部材である第１の鉗子カップと第２の鉗子カップはそ
れぞれ一体に形成された平板状の第１の鉗子カップ腕部
および第２の鉗子カップ腕部を有している。さらに、前
記第１の鉗子カップ腕部および前記第２の鉗子カップ腕
部はそれぞれ、鉗子カップ支軸に係合する第３の鉗子カ
ップ支軸係合孔および第４の鉗子カップ支軸係合孔を有
している。ここで前記第１の鉗子カップ腕部および前記
第２の鉗子カップ腕部を前記鉗子カップ支軸の軸線に対
して回動操作することにより、前記第１の鉗子カップと
前記第２の鉗子カップとを開閉させることができる。
【０００３】さらに、前記第１の鉗子カップ腕部および
前記第２の鉗子カップ腕部は先端作動部支持部材のコの
字断面形状のスリ割リ部の内側に摺動可能に挟持されて
いる。さらに、前記先端作動部支持部材は第１の鉗子カ
ップ支軸係合孔および第２の鉗子カップ支軸係合孔を有
しており、前記第１の鉗子カップ支軸係合孔および前記
第２の鉗子カップ支軸係合孔は前記鉗子カップ支軸を係
合する。従って前記鉗子カップ支軸、前記第３の鉗子カ
ップ支軸係合孔、および前記第４の鉗子カップ支軸係合
孔は前記前記第１の鉗子カップ支軸係合孔および前記第
２の鉗子カップ支軸係合孔の位置に位置決めされる。
【０００４】また、前記第１の鉗子カップ腕部および前
記第２の鉗子カップ腕部のそれぞれはさらに、第１のリ
ンク支軸係合孔および第２のリンク支軸係合孔を有して
いる。ここで、前記第１のリンク支軸係合孔は第１のリ
ンク支軸と、また前記第２のリンク支軸係合孔は第２の
リンク支軸と係合している。さらに前記第１のリンク支
軸には平板状の部材である第１のリンク板の第３のリン
ク支軸係合孔が係合して、前記第１のリンク板は前記第
１の鉗子カップ腕部と摺動可能に密接している。また、
前記第２のリンク支軸には平板状の部材である第２のリ
ンク板の第４のリンク支軸係合孔が係合して、前記第２
のリンク板は前記第２の鉗子カップ腕部と摺動可能に密
接している。従って前記第１の鉗子カップ腕部および前
記第１のリンク板のそれぞれは前記第１のリンク支軸の
軸線に対して、また前記第２の鉗子カップ腕部および前
記第２のリンク板のそれぞれは前記第２のリンク支軸の
軸線に対して回動可能である。
【０００５】加えて、前記第１のリンク板および前記第
２のリンク板のそれぞれはさらに、第１の操作支軸係合
孔および第２の操作支軸係合孔を有している。ここで、
操作支軸は継手金具の板状部に穿孔された第３の操作支
軸係合孔に回動可能に挿置されている。また前記第１の
操作支軸係合孔および前記第２の操作支軸係合孔は前記
操作支軸に係合し、前記第１のリンク板および前記第２
のリンク板は前記継手金具の板状部を摺動可能に挟持す
る。
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【０００６】さらに、前記継手金具には操作ワイヤーの
一端が接続されている。また、前記操作ワイヤーの他端
は前記内視鏡用生検鉗子の操作部の操作手段に接続され
ており、前記操作手段を操作して前記操作ワイヤーを進
退させることができる。前記継手金具は前記操作ワイヤ
ーの進退にしたがって、前記操作支軸と前記鉗子カップ
支軸との距離を変化させることができる。ここで前記操
作支軸と前記鉗子カップ支軸との距離が減少した場合、
前記第１のリンク支軸と前記第２のリンク支軸との距離
は増加し、よって前記第１の鉗子カップおよび前記第２
の鉗子カップは開く。一方前記操作支軸と前記鉗子カッ
プ支軸との距離が増加した場合、前記第１のリンク支軸
と前記第２のリンク支軸との距離は減少し、よって前記
第１の鉗子カップおよび前記第２の鉗子カップは閉じ
る。すなわち、前記操作部材の操作によって前記第１の
鉗子カップおよび前記第２の鉗子カップを自在に開閉さ
せることが可能である。
【０００７】ここで、前記第１の鉗子カップおよび前記
第２の鉗子カップが開閉するためには、前記第３の鉗子
カップ支軸係合孔および前記第４の鉗子カップ支軸係合
孔が前記鉗子カップ支軸に対して回動可能でなければな
らない。同様に、前記第１のリンク支軸係合孔と前記第
３のリンク支軸係合孔のうち少なくとも一方は前記第１
のリンク支軸に対して回動可能でなければならない。ま
た、前記第２のリンク支軸係合孔と前記第４のリンク支
軸係合孔のうち少なくとも一方は前記第２のリンク支軸
に対して回動可能でなければならない。さらに前記第１
の操作支軸係合孔、前記第２の操作支軸係合孔、および
前記第３の操作支軸係合孔のうち少なくとも２つが前記
操作支軸に対して回動可能でなければならない。加え
て、各係合孔からの各支軸の脱落を防止する必要があ
る。
【０００８】上記の問題に対処するため、従来の内視鏡
用生検鉗子においては、各々の支軸を両端から加締める
ことによって、各係合孔が各支軸に対して回動可能な状
態を保ちつつ、各係合孔からの各支軸の脱落を防止して
いた。
【０００９】しかしながら、支軸を加締めた場合、支軸
が圧縮応力を受けて変形して係合孔を圧迫し、係合孔が
支軸に対して回動できなくなるおそれがあった。
【００１０】そこで、特開昭６０－１０３９４５号に記
載の内視鏡用生検鉗子においては、支軸の一端が皿頭状
に形成され、かつ係合孔の一つが前記皿頭と回動可能に
係合する構成とし、前記支軸を全ての係合孔に挿置した
うえで前記支軸の他端と、前記他端と係合する係合孔と
をレーザー溶接するという手法が記載されている。
【００１１】しかしながら上記の手法においてはレーザ
ーが前記他端と係合する係合孔と、前記支軸との間隙部
に入射して前記一端と係合する係合孔と前記皿頭との接
触面に達し、前記皿頭と、前記皿頭に係合する係合孔と
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5
が溶接されてしまうという問題があった。。
【００１２】そこで、特開昭６０－２２２０４７号に記
載の内視鏡用生検鉗子においては、レーザーを前記皿頭
に係合する係合孔と、前記皿頭との接触面に照射し、前
記他端と係合する係合孔と、前記支軸とを溶接せずに、
前記皿頭と前記皿頭に係合する係合孔とを溶接する構成
としている。なお、前記スリ割リ部に前記鉗子カップ腕
部および前記リンク板の前記支軸方向の移動は拘束され
るので、前記スリ割リ部、前記鉗子カップ腕部、および
前記リンク板のいずれかと前記支軸のそれぞれとが溶接
されていれば、前記他端と係合する係合孔が前記支軸か
ら脱落することはない。
【００１３】しかしながら、前記スリ割リ部は前記鉗子
カップ腕部および前記リンク板からの面力によって開口
部がさらに開くように弾性変形する。その結果、前記リ
ンク板および前記鉗子カップ腕部と前記スリ割リ部とが
密着しなくなり、前記生検鉗子カップの操作時に前記リ
ンク板および前記鉗子カップ腕部ががたつき、鉗子カッ
プの操作に不具合が生じるという問題があった。
【００１４】また、レーザーが反射し、高エネルギーの
レーザーが作業者に照射されるおそれがあり、作業を危
険なものとしていた。さらに、レーザー溶接装置は他の
加工装置と比較して高価であるので、コストの増大につ
ながるという問題があった。また、レーザーはレーザー
照射領域の温度を急激に上昇させ、前記レーザー照射領
域とその隣接領域との温度勾配が大きくなるので、熱ひ
ずみ等による溶接領域の破損のおそれがあった。
【００１５】
【発明が解決しようとする課題】本発明は上記問題点を
解決し、処置具の操作に不具合がなく、また作業が安全
であり、さらにコストが低く、部材の破損のおそれのな
い内視鏡用処置具および前記内視鏡用処置具の製造方法
を提供するものである。
【００１６】
【課題を解決するための手段】上記の目的を達成するた
めに、本発明の内視鏡処置具および内視鏡用処置具の製
造方法は、支軸の脱落を防止する固定手段として、支軸
を一電極とするアーク溶接を用いている。前記のアーク
溶接においては、加熱される領域が電極、すなわち支軸
の表面に限定されるので、特願昭５８－２１１５１７号
のようにレーザーが間隙部に進入し、予想外の領域が溶
接されることはない。
【００１７】また、アーク溶接のアーク柱は電磁波では
ないため、レーザー溶接におけるレーザー光のように、
アーク柱が溶接領域で反射して作業者に照射されること
はない。
【００１８】さらに、アーク溶接装置はレーザー溶接装
置に比べて安価であり、設備投資のコストを低く押さえ
ることが出来る。
【００１９】また、アーク柱はレーザー光とは異なり、
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溶接領域の周辺に輻射熱が伝えられるため、溶接領域と
隣接領域との温度勾配を小さく押さえることが可能であ
るので、熱ひずみ等による溶接領域の周辺の破損のおそ
れがない。さらに、アーク溶接はは非接触で溶接を行う
ものであるので、加締めと異なり、応力による支軸の変
形は起こらない。
【００２０】なお、前記内視鏡用処置具が、太径部と細
径部とを有する支軸と、前記太径部に係合する第１の係
合孔と、前記細径部に係合する第２の係合孔とが穿孔さ
れたスリ割リ部を有する、先端作動部支持部材と、前記
スリ割リ部に挟持されて摺動可能に装着される、前記支
軸に回動可能に係合する第３の係合孔を有する第１の作
動部材と、前記支軸に回動可能に係合する第４の係合孔
を有する第２の作動部材と、を有し、さらに前記第２の
係合孔の位置で前記支軸とアーク溶接する構成としたも
のがある（請求項１、６）。
【００２１】また、前記内視鏡用処置具が、円柱形状の
支軸と、前記支軸に係合する第１の係合孔と第２の係合
孔とが穿孔されたスリ割リ部を有する、先端作動部支持
部材と、前記スリ割リ部に挟持されて摺動可能に装着さ
れる、前記支軸に回動可能に係合する第３の係合孔を有
する第１の作動部材と、前記支軸に回動可能に係合する
第４の係合孔を有する第２の作動部材と、を有し、前記
第１の係合孔および前記第２の係合孔の位置で前記支軸
とアーク溶接する構成としたものがある（請求項３、
８）。
【００２２】さらに、前記内視鏡用処置具が、太径部と
細径部とを有する支軸と、前記太径部に回動可能に係合
する第１の係合孔を有する第１の作動部材と、前記細径
部に係合する第２の係合孔を有し、前記第１の作動部材
に密着して摺動可能な第２の作動部材と、を有し、前記
第２の係合孔の位置で前記支軸とアーク溶接する構成と
したものがある（請求項４、９）。
【００２３】加えて、前記内視鏡用処置具が、太径部と
細径部とを有する支軸と、前記細径部に回動可能に係合
する第１の係合孔を有する第１の作動部材と、前記太径
部に係合する第２の係合孔を有する第２の作動部材と、
前記支軸に回動可能に係合する第３の係合孔を有し、さ
らに前記第１の作動部材と前記第２の作動部材とに密着
して摺動可能に挟持される第３の作動部材と、を有し、
前記第１の係合孔の位置で前記支軸とアーク溶接する構
成としたものがある（請求項５、１０）。
【００２４】
【発明の実施の形態】図１に本発明の実施の形態の内視
鏡用処置具である内視鏡用生検鉗子の先端部の断面図を
示す。第１の鉗子カップ５ａと第２の鉗子カップ５ｂは
それぞれ平板状の第１の鉗子カップ腕部６ａおよび第２
の鉗子カップ腕部６ｂを有している。さらに、第１の鉗
子カップ腕部６ａおよび第２の鉗子カップ腕部６ｂはそ
れぞれ、鉗子カップ支軸４に回動可能に係合する第３の
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鉗子カップ支軸係合孔１１ａおよび第４の鉗子カップ支
軸係合孔１１ｂを有している。ここで第１の鉗子カップ
腕部６ａおよび第２の鉗子カップ腕部６ｂを鉗子カップ
支軸４の軸線に対して回動操作することにより、第１の
鉗子カップ５ａと第２の鉗子カップ５ｂとを開閉させる
ことができる。
【００２５】さらに、内視鏡用生検鉗子の先端部には先
端作動部支持部材３が固定されている。先端作動部支持
部材３は互いに平行な第１の抑え板３ａと第２の抑え板
３ｂとがコの字状に接合された部材である。ここで、第
１の抑え板３ａが第１の鉗子カップ６ａと摺動可能に密
接し、第２の抑え板３ｂが第２の鉗子カップ６ｂと摺動
可能に密接するように、先端作動部支持部材３は第１の
鉗子カップ６ａおよび第２の鉗子カップ６ｂを挟持す
る。加えて、第１の抑え板３ａおよび第２の抑え板３ｂ
のそれぞれには第１の鉗子カップ支軸係合孔１３ａおよ
び第２の鉗子カップ支軸係合孔１３ｂが穿孔されてい
る。第１の鉗子カップ支軸係合孔１３ａおよび第２の鉗
子カップ支軸係合孔１３ｂは鉗子カップ支軸４と係合
し、従って鉗子カップ支軸４は先端作動部支持部材３に
対して位置決めされる。
【００２６】また、第１の鉗子カップ腕部６ａに穿孔さ
れた第２のリンク支軸係合孔２１ａ、および第２の鉗子
カップ腕部６ｂに穿孔された第１のリンク支軸係合孔２
１ｂはそれぞれ、第１のリンク支軸１４および第２のリ
ンク支軸２４と係合している。さらに第１のリンク支軸
１４には平板状の部材である第２のリンク板７ａに穿孔
された第３のリンク支軸係合孔２２ａが係合し、第２の
リンク板７ａは第１の鉗子カップ腕部６ａと摺動可能に
密接している。同様に、第２のリンク支軸２４には平板
状の部材である第１のリンク板７ｂに穿孔された第４の
リンク支軸係合孔２２ｂが係合し、第１のリンク板７ｂ
は第２の鉗子カップ腕部６ｂと摺動可能に密接してい
る。従って第１の鉗子カップ腕部６ａおよび第２のリン
ク板７ａのそれぞれは第１のリンク支軸１４の軸線に対
して、また第２の鉗子カップ腕部６ｂおよび第２のリン
ク板７ａのそれぞれは第２のリンク支軸２４の軸線に対
して回動可能である。
【００２７】加えて、第２のリンク板７ａおよび第１の
リンク板７ｂのそれぞれにはさらに、第２の操作支軸係
合孔３１ａおよび第１の操作支軸係合孔３１ｂが穿孔さ
れている。ここで、操作支軸３４は継手金具４０に穿孔
された第３の操作支軸係合孔４０ｂに回動可能に挿置さ
れている。また第２の操作支軸係合孔３１ａおよび第１
の操作支軸係合孔３１ｂは操作支軸３４に係合し、第２
のリンク板７ａおよび第１のリンク板７ｂは継手金具４
０を摺動可能に挟持する。
【００２８】また、継手金具４０には操作ワイヤー１２
の一端が接続されている。また、操作ワイヤー１２はシ
ース１３に挿通され、その他端は内視鏡生検鉗子の手元
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部の操作手段に接続されており、前記操作手段を操作し
て操作ワイヤー１２を進退させることができる。また、
継手金具４０は操作ワイヤー１２にしたがって進退し、
操作支軸３４と鉗子カップ支軸４に対して進退させるこ
とができる。ここで操作支軸３４が鉗子カップ支軸４に
近づいた場合、第１のリンク支軸１４と第２のリンク支
軸２４は互いに離れる方向に移動して第１の鉗子カップ
腕部６ａと第２の鉗子カップ腕部６ｂが開かれ、よって
第１の鉗子カップ５ａおよび第２の鉗子カップ５ｂは開
く。一方、操作支軸３４が鉗子カップ支軸４から遠ざか
った場合、第１のリンク支軸１４と第２のリンク支軸２
４とは互いに近づく方向に移動して第１の鉗子カップ腕
部６ａと第２の鉗子カップ腕部６ｂが閉じられ、よって
第１の鉗子カップ５ａおよび第２の鉗子カップ５ｂは閉
じる。すなわち、前記操作部材からの操作によって第１
の鉗子カップ５ａおよび第２の鉗子カップ５ｂを自在に
開閉させることが可能である。
【００２９】図１のＡ－Ａ’部の断面図を図２に示す。
鉗子カップ支軸４は端部４ａが皿頭として形成され、第
１の鉗子カップ支軸係合孔１３ａと回動可能に係合する
ので、鉗子カップ支軸４が第１の鉗子カップ支軸係合孔
１３ａから第２の鉗子カップ支軸係合孔１３ｂに向かう
方向に脱落することはない。ここで、鉗子カップ支軸４
の端部４ｂを第２の鉗子カップ支軸係合孔１３ｂにアー
ク溶接して第２の抑え板３ｂと一体化させる。この結果
鉗子カップ支軸４が第２の鉗子カップ支軸係合孔１３ｂ
から第１の鉗子カップ支軸係合孔１３ａに向かう方向に
脱落することがなくなる。さらに、第１の抑え板３ａと
第２の抑え板３ｂが開くような先端作動部支持部材３の
弾性変形は鉗子カップ支軸４によって拘束されるので、
第１の鉗子カップ腕部６ａと第２の鉗子カップ腕部６ｂ
ががたつくことはない。
【００３０】ここで、アーク溶接とは、２電極間に所定
の電力を供給することにより、２電極間の最短距離に高
温のアーク柱を発生させ、前記アーク柱に被溶接金属を
曝して溶融金属に変成せしめたうえで冷却して前記溶融
金属を硬化することによって溶接を行うものである。こ
こで、本発明の実施の形態においては図５のように鉗子
カップ支軸４を第１の電極とし、支軸近傍に設置された
第２の電極４０１と鉗子カップ支軸４間にアーク柱４０
３が発生するようにする。この結果、鉗子カップ支軸４
の他端４ｂと第２の鉗子カップ支軸係合孔１３ｂとが共
に溶融して溶融金属１５ｂに変成する。ここで前記第１
の電極および第２の電極４０１に供給されている電力を
止めてアーク柱４０３を消滅させ、溶融金属１５ｂを冷
却硬化させることにより他端４ｂと第２の鉗子カップ支
軸係合孔１３ｂとは接合される。ここで、アーク柱４０
３は２電極間の最短距離にのみ発生するので、レーザー
溶接の場合とは異なり、第３の鉗子カップ支軸係合孔１
１ａまたは第４の鉗子カップ支軸係合孔１１ｂと鉗子カ
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9
ップ支軸４とが溶接されることはない。なお、溶接領域
の酸化を防止するため、ガス供給管４００より不活性ガ
スを溶接領域に噴射して溶接領域周辺を無酸素状態とし
ている。
【００３１】また、第３の鉗子カップ支軸係合孔１１ａ
および第４の鉗子カップ支軸係合孔１１ｂが鉗子カップ
支軸４に対して回動可能にしつつ、係合孔が鉗子カップ
支軸４から脱落しないようにするために、図３のよう
に、鉗子カップ支軸４の一端４ａを第１の鉗子カップ支
軸係合孔１３ａに、他端４ｂを第２の鉗子カップ支軸係
合孔１３ｂにアーク溶接して、鉗子カップ支軸４と第１
の抑え板３ａと第２の抑え板３ｂとを一体化させてもよ
い。
【００３２】さらに、図４のように鉗子カップ支軸４の
形状が円柱状であり、鉗子カップ支軸４の一端４ａを第
１の鉗子カップ支軸係合孔１３ａに、他端４ｂを第２の
鉗子カップ支軸係合孔１３ｂにアーク溶接して、鉗子カ
ップ支軸４と第１の抑え板３ａと第２の抑え板３ｂとを
一体化させてもよい。
【００３３】また、図１のＢ－Ｂ’部の断面図を図６に
示す。第１のリンク支軸１４は第１の抑え板３ａと接す
る端部１４ａが皿頭として形成され、第２のリンク支軸
係合孔２１ａと回動可能に係合するので、第１のリンク
支軸１４が第２のリンク支軸係合孔２１ａから第３のリ
ンク支軸係合孔２２ａに向かう方向に脱落することはな
い。ここで、第１のリンク支軸１４の第１の抑え板３ｂ
と接する端部１４ｂを第３のリンク支軸係合孔２２ａに
アーク溶接して第２のリンク板７ａと一体化させる。こ
の結果第１のリンク支軸１４が第３のリンク支軸係合孔
２２ａから第２のリンク支軸係合孔２１ａに向かう方向
に脱落することがなくなる。
【００３４】同様に、第２のリンク支軸２４は第１の抑
え板３ａと接する端部２４ａが皿頭として形成され、第
４のリンク支軸係合孔２２ｂと回動可能に係合するの
で、第２のリンク支軸２４が第４のリンク支軸係合孔２
２ｂから第１のリンク支軸係合孔２１ｂに向かう方向に
脱落することはない。ここで、第２のリンク支軸２４の
第２の抑え板３ｂと接する端部２４ｂを第１のリンク支
軸係合孔２１ｂにアーク溶接して第２の鉗子カップ腕部
６ｂと一体化させる。この結果第２のリンク支軸２４が
第１のリンク支軸係合孔２１ｂから第４のリンク支軸係
合孔２２ｂに向かう方向に脱落することがなくなる。
【００３５】また、図１のＣ－Ｃ’部の断面図を図７に
示す。操作支軸３４は第１の抑え板３ａに接する端部３
４ａが皿頭として形成され、第１の操作支軸係合孔３１
ｂと回動可能に係合するので、操作支軸３４が第１の操
作支軸係合孔３１ｂから第２の操作支軸係合孔３１ａに
向かう方向に脱落することはない。ここで、操作支軸３
４の第２の抑え板３ｂと接する端部４ｂを第２の操作支
軸係合孔３１ａにアーク溶接して第２のリンク板７ａと
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一体化させる。この結果第２の操作支軸係合孔３１ａか
ら第１の操作支軸係合孔３１ｂに向かう方向に操作支軸
３４が脱落することがなくなる。
【００３６】なお、本発明による内視鏡用処置具は図１
の形態に限らず、例えば図８に示すように、アーク溶接
により球状に形成された操作ワイヤー先端２０を第１の
鉗子カップ腕部６ａおよび第２の鉗子カップ腕部６ｂに
穿孔されたテーパ状凹部１０８を有する操作ワイヤー係
合孔１０７に係合させて、操作ワイヤー１１２の進退に
よって直接第１の鉗子カップ腕部６ａおよび第２の鉗子
カップ腕部６ｂの開閉を行う形態であっても構わない。
【００３７】以上のように、本発明の内視鏡処置具およ
び内視鏡用処置具の製造方法によれば、支軸の脱落を防
止する固定手段として、支軸を一電極とするアーク溶接
を用いることにより、予想外の領域が溶接されることは
ない。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の形態の内視鏡用生検鉗子の先端
部の断面図である。
【図２】本発明の実施の形態の内視鏡用生検鉗子の鉗子
カップ支軸周辺の断面図である。
【図３】本発明の実施の形態の内視鏡用生検鉗子の鉗子
カップ支軸周辺の断面図である。
【図４】本発明の実施の形態の内視鏡用生検鉗子の鉗子
カップ支軸周辺の断面図である。
【図５】本発明の実施の形態の内視鏡用生検鉗子の鉗子
カップ支軸をアーク溶接する方法を示した図である。
【図６】本発明の実施の形態の内視鏡用生検鉗子の第１
のリンク支軸および第２のリンク支軸周辺の断面図であ
る。
【図７】本発明の実施の形態の内視鏡用生検鉗子の操作
支軸周辺の断面図である。
【図８】本発明の実施の形態の内視鏡用生検鉗子の先端
部の断面図である。
【符号の説明】
３        先端作動部支持部材
３ａ      第１の抑え板
３ｂ      第２の抑え板
４        鉗子カップ支軸
５ａ      第１の鉗子カップ
５ｂ      第２の鉗子カップ
６ａ      第１の鉗子カップ腕部
６ｂ      第２の鉗子カップ腕部
７ａ      第２のリンク板
７ｂ      第１のリンク板
１１ａ      第３の鉗子カップ支軸係合孔
１１ｂ      第４の鉗子カップ支軸係合孔
１２        操作ワイヤー
１３ａ      第１の鉗子カップ支軸係合孔
１３ｂ      第２の鉗子カップ支軸係合孔
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１４        第１のリンク支軸
２０        操作ワイヤー先端
２１ａ      第２のリンク支軸係合孔
２１ｂ      第１のリンク支軸係合孔
２２ａ      第３のリンク支軸係合孔
２２ｂ      第４のリンク支軸係合孔
２４        第２のリンク支軸
３１ａ      第２の操作支軸係合孔
３１ｂ      第１の操作支軸係合孔
３４        操作支軸 *
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*４０        継手金具
４０ｂ      第３の操作支軸係合孔
１０７      操作ワイヤー係合孔
１０８      テーパ状凹部
１１２      操作ワイヤー
１１３      シース
４００      ガス供給管
４０１      第２の電極
４０３      アーク柱

【図１】

【図２】 【図３】

【図６】

【図７】
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